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令和４年度障害者差別解消法道民フォーラム in 札幌に係る動画作成業務 
仕 様 書 

 
１ 業務名 
  令和４年度障害者差別解消法道民フォーラム in 札幌に係る動画作成業務 
 
２ 業務の目的 
  令和４年度障害者差別解消法道民フォーラム in 札幌（以下「本フォーラム」とい
う。）は、障害者差別解消法の趣旨について、より多くの方に知っていただき、障が
いのある方もない方も、ともに暮らしていくため、お互いにできることを考える契機
とすることを目的として開催する。 

  本フォーラムは、令和４年 12 月 16 日に教育文化会館にて実施する予定であるが、
新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、外出に不安がある参加希望者も多いと推
測されることから、実施後にオンラインにおいても研修内容を配信することとし、こ
れに係る動画を作成する。 

 
３  業務履行期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日（金）まで 
 
４ 本フォーラム実施日時 
  日 時 令和４年 12 月 16 日（金） 18:00～20:00 
  会 場 札幌市教育文化会館 小ホール（札幌市中央区北１条西１３丁目） 
  定 員 300 名 
  開催内容 

18:00 開会、主催者挨拶 
18:10 基調講演 「障害者差別解消法 ―当事者の視点から―」 
講 師：光増 昌久 氏（社会福祉法人札幌緑花会理事、札幌みんなの会支援者）
19:00 トークライブ「なんとかなるよ ―当事者の自己理解と周囲の理解―」 
登壇者：竹中 均  氏（早稲田大学文学学術院文学部教授） 

沖田 ×華 氏（漫画家） 
20:00 閉会 

 
５ 委託内容 
  本フォーラム後、期間限定で本フォーラムの映像・音声を使用した動画を配信・閲 
覧するための動画を作成する。また、動画には、字幕・手話通訳をつけること。な
お、手話通訳については、本フォーラム当日の手話通訳を撮影し、動画に入れ込む
こと。 

  上記 の配信ができるよう、本フォーラム当日に必要な機材等を準備し、撮影等を 
行うこと。 

  動画の作成に関わるその他の業務については、原則、受託者が実施するものだが、 
必要に応じて委託者と協議すること。 

 
６  提出成果品 
  業務完了届 １部 
  成果物を収めた CD-R 又は DVD-R 等の記録媒体 １枚 

 
７ 成果物提出期限 
  令和５年１月 16日（月）までに以下へ提出すること 
  札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 
  札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所３階 
  担当 内野（Tel：011-211-2936） 
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８ 契約金額の支払 
  契約金額は、当該業務の完了後に検査を行い、検査合格後に一括で支払う。 
 
９ 環境への配慮について 
   本業務においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努

めること。 
  電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 
  ごみ減量及びリサイクルに努めること。 
  両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすように努めること。 
  自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ 

ングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 
  業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン 

指定品を使用すること。 
 
10 個人情報の保護 
  受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、

別紙１「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。 
 
11 特記事項 
  著作権等への配慮 

著作権、肖像権、他の人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。また、 
本業務に関し、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は
自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らかの 
損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。 

  協議の実施 
本業務履行に当たり、疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により

処理する。 
  情報資産の取扱い 

      業務上知り得た一切の事項について、外部への漏えいがないよう注意すること。 
      また、委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ使用

するものとする。但し、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たも
のについては、この限りではない。 

  関係規程等の遵守 
   本仕様書に定める事項のほか札幌市契約規則及び関係法令を遵守すること。 
   特に、障がいのある方との接遇においては、障害者差別解消法を遵守するととも

に別紙２「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」に準じた対応をすること。 
    著作権の帰属等 

本業務に係るデザイン、意匠、版権及び業務に付随して発生するすべての権利は
委託者に帰属し、委託者の許可なく無断で使用、情報提供等を行うことを禁ずる。 
また、本業務に関連して得られた個人及び企業情報等の全てについて、委託者及

び当該個人並びに当該企業の代表者の許可なく第三者に情報提供あるいは情報を漏
らすことを禁ずる。 

なお、受託者は、その後の委託業務の遂行に必要な場合、提出書類等を委託者が
利用することを許諾することとする（複製の作成を含む。） 



 

 

 

 

仕様書 別紙１ 【個人情報取扱注意事項】 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、

個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏ら

してはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（再委託等の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

（複写、複製の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはなら

ない。 

（目的外使用の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の返還） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、

委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。 

（事故の場合の措置） 

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第８ 委託者は、委託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の

解除および損害賠償の請求をすることができる。 
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共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領  

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要領は、 障害を理由と する差別の解消の推進に関する法律（ 平成

25 年法律第 65 号。 以下「 障害者差別解消法」 と いう 。） 第 10 条の規定に基づ

き、札幌市職員（ 非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「 職員」と いう 。）

による障がい者に対する適切な接遇に関し て必要な事項を定めるものと する。 

（ 定義）  

第２ 条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

と こ ろによる。

 障がい者 

障害者基本法（ 昭和 45 年５ 月 21 日法律第 84 号） 第２ 条第１ 項に規定す

る障害者をいう 。  

 社会的障壁 

障害者差別解消法第２ 条第２ 項に規定さ れているものをいう 。  

 不当な差別的取扱い 

 障がい者に対し 、 正当な理由なく 、 障がいを理由と し て、 財、 サービス若

し く は各種機会の提供を拒否し 、 こ れらの提供に当たって場所、 時間帯等を

制限し 、又は障がい者でない者に対し ては付さ ない条件をつけること などに

より 、 障がい者の権利又は利益を侵害するこ と をいう 。  

 合理的配慮 

職員が事務及び事業を行う に当たり 、 個々の場面において、 障がい者から

現に社会的障壁の除去を必要と し ている旨の意思の表明があった場合に、障

がい者の権利又は利益を侵害するこ と のないよう 、当該社会的障壁の除去の

ために必要かつ適切な配慮で、その実施に伴う 負担が過重でないものをいう 。 

（ 職員の責務）  

第３ 条 職員は、障害者差別解消法の目的を達成するため、障がい者に対し 、不

当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供をし てはならない。 こ れに当たり 、

職員は、 別紙に定める留意事項に留意するものと する。  

仕様書別紙２
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（ 管理監督者の責務）  

第４ 条 職員のう ち、職員を監督する地位にある者（ 以下「 管理監督者」と いう 。）

は、障がいを理由と する差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を

実施し なければならない。  

 日常の業務を通じ た指導等により 、障がいを理由と する差別の解消に関し 、

その監督する職員の注意を喚起し 、 当該差別の解消に関する認識を深めさ

せるこ と 。  

 障がい者等から、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供に対する相

談又は苦情の申出等があった場合には、 迅速にその状況を確認するこ と 。  

 合理的配慮の必要性が確認さ れた場合には、その監督する職員に対し 、合

理的配慮の提供を適切に行う よう 指導するこ と 。  

２  管理監督者は、障がいを理由と する差別に関する問題が生じ た場合には、迅

速かつ適切に対処し なければならない。  

（ 相談体制の整備）  

第５ 条 職員による障がいを理由と する差別に関する障がい者及びその家族そ

の他の関係者からの相談等については、各部局でその対応をすること を原則と

する。ただし 、内容が多岐にわたるなど、担当部局が不明確な場合等にあって

は、市民の声を聞く 課又は各区の広聴係がこ れらを受け付けると と もに、担当

部局へ繋ぐ役割を担う ものと する。  

（ 研修等）  

第６ 条 市長は、各職場において障がいを理由と する差別の解消の推進を図るた

め、不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供等についての事例を積み上げ及び

検証を行う ほか、こ れらを職員に周知し 、必要に応じ て研修・ 啓発を行う もの

と する。  

２  職員は研修等を積極的に受講するこ と により 、障害者差別解消法の趣旨や障

がい特性等の理解を深めるこ と 。
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別紙

共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領に係る留意事項 

第１  不当な差別的取扱いの禁止 

 職員は、障害者差別解消法第７ 条第１ 項の規定のと おり 、その事務又は事業を

行う にあたり 、障がいを理由と し て、障がい者でない者と 不当な差別的取扱いを

するこ と により 、障がい者の権利利益を侵害し てはならない。これに当たり 、次

の各号に掲げる事項に留意すること 。  

 障がいを直接の理由と する事由並びに、障がいそのものではないが、車い

す等の福祉用具の利用や盲導犬・ 介助犬・ 聴導犬の同行などの間接的な事由

により 、 障がい者の権利や利益を侵害し てはならない。  

 以下の事項は不当な差別的取扱いには該当し ない。  

ア 障がい者を障がい者でない者と 比べて優遇すること（ 積極的改善措置）。 

イ 障がい者に対し て、 合理的配慮の提供により 障がい者でない者と 異な

る取扱いをするこ と 。  

ウ 合理的配慮の提供等をするために、必要な範囲でプライバシーに配慮し

つつ、 障がいの状況等を確認するこ と 。  

第２  正当な理由の判断の視点 

 第２ 条第３ 号の正当な理由に該当するかの判断は、次の各号に掲げる事項によ

り 行い、具体的な検討をせずにこれを拡大解釈するなどし て障害者差別解消法の

趣旨を損なう こ と のないよう 留意するこ と 。また、職員は正当な理由があると 判

断し た場合には、障がい者にその理由を説明し 、理解を得るよう 努めるこ と が望

まし い。  

 障がいを理由と し て、財、サービス若し く は各種機会の提供を拒否する等

の取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らし てや

むを得ないと 言える場合。  

 個別の事案ごと に、 障がい者、 第三者の権利利益（ 安全の確保、 財産の保

全、 事業の目的・ 内容・ 機能の維持、 損害発生の防止等） 及び札幌市の事

務・ 事業の目的・ 内容・ 機能の維持等の観点に鑑み、 具体的場面や状況に

応じ て総合的・ 客観的に判断する。  

第３  不当な差別的取扱いの具体例 

 不当な差別的取扱いに当たり 得る具体例は次の各号のと おり である。なお、第
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２ で示し たと おり 、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事

案ごと に判断さ れるこ と と なる。また、ここ に記載さ れている具体例については、

正当な理由が存在し ないこ と を前提と し ているこ と 、さ らに、あく まで例示であ

り 、 記載さ れている具体例だけに限られるものではないこ と に留意すること 。  

 障がいがあるこ と を理由に窓口対応を拒否するこ と 。  

 障がいがあるこ と を理由に対応の順序を劣後さ せるこ と 。  

 障がいがあるこ と を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレッ ト の提供

等を拒むこと 。  

 障がいがあるこ と を理由に説明会、 シンポジウム等への出席を拒むこ と 。 

 事務・ 事業の遂行上、 特に必要ではないにもかかわらず、障がいがあるこ

と を理由に、来庁の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付け又は特に支

障がないにもかかわらず、 付添人の同行を拒むこと 。  

第４  合理的配慮の提供 

 職員は、障害者差別解消法第７ 条第２ 項の規定のと おり 、障がい者の社会的障

壁の除去の実施について合理的配慮をし なければならない。これにあたり 、次の

各号に掲げる事項に留意すること 。  

 事務・ 事業の目的・ 内容・ 機能に照らし 、 必要と さ れる範囲で本来の業務

に付随するものに限ら れるこ と 、 障がい者でない者と の比較において同等

の機会の提供を受けるためのものであるこ と 、 事務・ 事業の目的・ 内容・

機能の本質的な変更には及ばないこ と 。  

 障がい者の状態（ 障がい種別、 障がいの状態、 性別、 年齢等） や社会的障

壁の除去が求めら れる具体的場面・ 状況に応じ て配慮の内容が異なり 、 多

様かつ個別性が高いも のであり 、 手段及び方法について、 第５ に掲げる要

素を考慮し 、 代替措置の選択も含め、 双方の建設的対話による相互理解を

通じ て、 必要かつ合理的な範囲で、 柔軟に対応すること 。  

 合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じ て変わり 得る

ものであるこ と 。  

 意思の表明に当たっては、言語（ 手話を含む。） のほか、点字、拡大文字、

筆談、 実物の提示や身振り サイン等による合図、 触覚による意思伝達（ 手

書き文字等。） など、 障がい者が他人と コ ミ ュニケーショ ンを図る際に必要

な手段（ 通訳を介するものを含む。） により 伝えられるものであること 。 ま

た、 障がい者から の意思表明のみでなく 、 知的障がいや精神障がい等によ

り 本人の意思の表明が困難な場合には、 障がい者の家族、 介助者、 成年後
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見人等、 コ ミ ュニケーショ ンを支援する者が本人を補佐し て行う 意思の表

明も含むこと 。  

 意思の表明が困難な障がい者が家族、 介助者、 成年後見人等を伴っ てい

ない場合で、 社会的障壁の除去を必要と し ているこ と が明白であると きに

あっ ては、 適切な配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、 自

主的な取組に努めるこ と 。  

 札幌市がその事務又は事業の一環と し て実施する業務を事業者に委託等

する場合、 特に、 障がい者と の関わり が生じ るこ と が想定さ れる業務にあ

たっ ては、 提供さ れる合理的配慮の内容に大きな差異が生ずるこ と により

障がい者が不利益を受けるこ と のないよう 、 必要に応じ 、 接遇要領等を踏

まえた合理的配慮の提供に努めるよう 、 仕様書等に盛り 込むこ と 。  

第５  過重な負担の判断の視点 

 第２ 条第４ 号の過重な負担については、具体的な検討をせずに拡大解釈するな

どし て法の趣旨を損なう こ と なく 、個別の事案ごと に、次の各号に掲げる事項の

要素等を考慮し 、具体的場面や状況に応じ て総合的・ 客観的に判断するものと す

る。  

 事務又は事業への影響の程度（ 事務又は事業の目的・ 内容・ 機能を損なう

か否か）。  

 実現可能性の程度（ 物理的・ 技術的・ 人的制約、 体制上の制約）。  

 費用・ 負担の程度、 事務・ 事業規模、 財政・ 財務状況。  

第６  合理的配慮の具体例 

 合理的配慮は、第４ で示し たと おり 、具体的な場面や状況に応じ て異なり 、多

様かつ個別性の高いものであるが、 具体例と し て次の各号のよう なものがある。  

なお、ここに記載し た具体例については、第５ で示し た過重な負担が存在し な

いこと を前提と し ているこ と 、また、こ れらはあく までも例示であり 、記載さ れ

ている具体例だけに限られるものではないこ と に留意すること 。  

 合理的配慮に当たり 得る物理的環境への配慮の具体例 

ア 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスタ ー上げ等の補助をする、携

帯スロープを渡すなどする。  

イ 配架棚の高い所に置かれたパンフレッ ト 等を取って渡す。パンフレッ ト

等の位置を分かり やすく 教える。  

ウ 目的の場所までの案内の際に、障がい者の歩行速度に合わせた速度で歩
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いたり 、 前後・ 左右・ 距離の位置取り について、 障がい者の希望を聞い

たり する。  

エ 障がいの特性により 、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置

を扉付近にする。  

オ 不随意運動等により 書類等を押さ えるこ と が難し い障がい者に対し 、職

員が書類を押さ えたり 、 バインダー等の固定器具を提供し たり する。  

 合理的配慮に当たり 得る意思疎通の配慮の具体例 

ア 筆談、 読み上げ、 手話、 点字、 拡大文字、 手書き文字（ 手のひらに文字

を書いて伝える方法） などのコミ ュニケーショ ン手段を用いる。  

イ 会議資料等について、 点字、 拡大文字等で作成する際に、 各々の媒体

間でページ番号等が異なり う ること に留意し て使用する。  

ウ 視覚障がい者に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフト に対応で

きるよう 電子データ （ テキスト 形式） で提供する。  

エ 意思疎通が不得意な障がい者に対し 、３ 色カード やコミ ュニケーショ ン

ボード 等を活用し て意思を確認する。  

オ 駐車場などで通常、 口頭で行う 案内を、 紙にメ モをし て渡す。  

カ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示し たり 、わかり や

すい記述で伝達し たり する。 本人の依頼がある場合には、 代読や代筆と

いった配慮を行う 。  

キ 比喩表現等が苦手な障がい者に対し 、比喩や暗喩、二重否定表現などを

用いずに説明する。  

ク 知的障がい者から申し 出があった際に、２ つ以上のこと を同時に説明す

るこ と は避け、 ゆっく り 、 丁寧に、 繰り 返し 説明し 、 内容が理解さ れた

こ と を確認し ながら応対する。 また、 なじ みのない外来語は避ける、 漢

数字は用いない、 時刻は 24 時間ではなく 午前・ 午後で表記する等の配慮

を念頭に置いたメ モを、 必要に応じ て適時に渡す。 また、 紙等に書いて

伝達し たり 、 書面を示す場合には、 ルビを付与し た文字を用いたり 、 極

力平仮名を用いたり 、 分かち書き（ 文を書く と き、 語と 語の間に空白を

置く 書き方） を行ったり する。  

ケ パニッ ク状態になったと きは、刺激し ないよう に、また危険がないよう

に配慮し 、 周り の人にも 理解を求めながら 、 落ち着く までし ばら く 見守

る。 また、 パニッ ク状態の障がい者へ落ち着ける場所を提供する。  

 ルール・ 慣行の柔軟な変更の具体例 

ア 順番を待つこ と が苦手な障がい者に対し 、順番を教えたり 、周囲の者の
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理解を得た上で手続き順を入れ替えたり する。  

イ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、

当該障がい者の順番が来るまで別室や席を用意する。  

ウ スクリ ーンや板書等がよく 見えるよう に、スクリ ーン等に近い席を確保

する。  

エ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。  

オ 札幌市役所本庁舎・ 区役所等の敷地内の駐車場等において、障がい者の

来庁が多数見込まれる場合、 通常、 障がい者専用と さ れていない区画を

障がい者専用の区画に変更する。  

カ 障がい者が多数で会議等に出席する場合は、使用するエレベータ ーを専

用運転にする。  

キ 他人と の接触、多人数の中にいるこ と による緊張により 、不随意の発声

等がある場合、 当該障がい者に説明の上、 施設の状況に応じ て別室を準

備する。  

ク 非公表又は未公表情報を扱う 会議等において、情報管理に係る担保が得

られるこ と を前提に、 障がいのある委員の理解を援助する者の同席を認

める 

附 則 

 （ 施行期日）  

こ の要領は、 平成 28 年４ 月１ 日から施行する。  


